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1 ． 試験開始 の合図 がある まで， この間題用 紙の 中を見 て はい け ません。

2 ． 試験 時間は，60分 です。

3 ． 試験 中に問題用紙 の印刷不鮮 明や解答用 紙の汚 れ等 に気付 いた場合 は，手 を挙 げて監督者 に知 らせ

て く だ さ い 。

4 ． 解答 にあた っては，必ず黒 か青のペ ン （鉛筆 は不 可） またはボールペ ン を使用 して ください。

5 ． 解答用紙 に記入す る ときには，下記 の点 に注意 して くだ さい。

（1） 受験番 号・ 氏名 を所 定欄 に記入 して くだ さい。

（2） 解答用 紙 は， 2 枚 あ ります 。 2 枚 目の解答用紙 に も受験番号・ 氏名 を記入 し， ホチキス は， はず

さ な い で使 用 して くだ さ い。

（3） 訂 正 す る場 合 は ， ＝線 で消 す な ど して ， 分 か りや す く訂 正 して くだ さい 。

（4） 解 答 用 紙 は， 折 り曲 げ た り汚 した り し な い で くだ さい 。

6 ． 問題用 紙の余 白等 は適宜利用 してか まい ませ ん。

7 ． 試験終 了後， 問題用 紙 は持 ち帰 って くだ さい。



【 憲法】

下記の事例 を読 んで，設問 に答 えなさい。

Ⅹ市は東京 か ら40キロ離れた典型的な衛星都市 である。 Ⅹ市 は駅前の混雑緩和 と土

地の有効利用 を考 えて， Ⅹ市の中心 に位 置す る Y 駅前の地下 に，車 と自転車用 の市営

の有料 駐 車場 を設 け た。 そ こで 地 上 に は か な りの空 間が で きた 。 Ⅹ市 は そ こに 噴水 や

ベンチ・ 花 壇 等 を設 け， 芝 生 を敷 き詰 め て広 く市 民 が 利 用 で き る よ うに した。 周 囲 に

は柵 は設 け られ て は ない が ，夜 間 は寝 泊 ま りで きない よ う に， 駅前 に あ る派 出所 の 警

官が見 回 りをす る こ と に なっ て い る。 た だ し， この 広 場 を利用 す る につ い て は最 小 限

のルールを定め る必要がある として， Ⅹ市 は「 Y 駅前広場利用 条例」 を定め，必要 に

応じ て 罰 則 を 科 す る こ と が で き る よ う に し た 。

・・年， Ⅹ市長の重大 な公費使 い込 みの疑いがマス コミで報道 され，市議会で も問

われたが市長 はこれ を否定 していた。市民が Ⅹ市 にこれに関する情報公開 を求めたが，

「 Ⅹ市 情 報 公 開条 例 」 に よ り非 公 開 の 内 容 に該 当 す る と して拒 否 され た 。 そ こで ， Ⅹ

市を浄 化 す る 目的 で作 られ た市 民 団 体 （そ の 多 くが 反 市 長 派 に よ っ て構 成 され て い

た） が 市 長 の リコ ー ル運 動 を始 め， 無 許 可 で Y 駅 前 の広 場 に小 さ な テ ン トを持 ち こん

で署 名 活 動 を 開始 した 。 そ の活 動 が 始 ま って 3 日 目に ， Ⅹ市 は この グル ー プ の活 動 は，

「 Y 駅 前 広 場 利 用 条 例 」 8 条 1 号 に違 反 す る と して そ の 活 動 を禁 止 し， さ らに， 当該

団体 に 同条 例 20条 に よ り 3 万 円 の罰 金 を科 した 。

Ⅹ市 Y 駅前広場利用 条例

1 条 Ⅹ市 Y 駅 前広 場 （以 下 ， 広 場 とす る） は， Ⅹ市 民 お よ び Y 駅 を利用 す る 人 々 の

た め に設 け られ た もの で あ り， 本 条 例 はそ の利 用 に 関す る規則 を定 め， もっ て

Ⅹ市 の 健全 な文化 的・ 健 康 的・ 教 育 的発 展 に寄 与 す る こ と を 目的 とす る。

8 条 広 場 の 利用 は ，公 共 の福 祉 に適 う よ うな利 用 に 限定 され ， 以 下 の よ うな利 用 は

原 則 で きな い もの とす る。 た だ し， 特 別 な利 用 許 可 を求 め る場 合 は， 利 用 2 週

間 前 に Ⅹ市 の公 園課 に 申 し込 み を行 う必要 が あ る。

① 特 定の政 治・宗教 目的 をもった活動



② 他 人 に迷 惑 とな る よ う な音 楽・ ス ポ ー ツ・ 飲 食 活 動

③ 動物 の放 し飼 い

④ 夜 間の通行以外の利用

3 章 （罰則）

2 0条 本条例 第 8 粂 に違反 した者 は， 5 万 円以下 の罰金 に処す る。

［設 問 ］ あ な たが 罰 金 を科 せ られ た 団体 か ら依 頼 され た弁 護 士 で あ っ た と して， も

っ と も有 効 な法 的対 抗 を講 じな け れ ば な らない とす れ ば ， どの よ うな法 的手

段 ・ 論 拠 を もっ て Ⅹ市 に対抗 で きる で あ ろ うか 。 と くに， 憲法 か らの論 点 を

踏 まえ て論 じな さ い。




